
2022年 10月 17日 

お客さま各位 

さわやか信用金庫 

 

カードローン規約規定等の規定類一部改定のお知らせ 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

全国保証株式会社が保証する「ｗｉｔｈ住まいる」の規定類を一部改定しましたので、下記の通りお知

らせいたします。 

 

記 

 

１．対象の規定類 

商品名 対象の規定類 

ｗｉｔｈ住まいる ・カードローン契約規定 

 

２．改定概要 

  

規定類 改定する条項 改定概要 

カードローン契約規定 期限前の全額返済義務 

（第１０条） 

第１０条第１項５号「相続

の開始」を削除します。 

 

３．改定後の規定類 

  （１）カードローン契約規定 

 

４．お問い合わせ先 

  本件についてご不明な点等がございましたら、 

【さわやか信用金庫審査部ローン管理課】 

０１２０－６１０－３０８（通話料無料）もしくは、 

０３－３７４２－０６３９（通話料有料）までお問い合わせ下さい。  

   ※受付時間 ９：００～１７：００（土・日・祝日および金庫休業日は除きます） 

 

以上 

 

https://www.sawayaka-shinkin.co.jp/important/upload_pdf/Zenkoku_Hosyo.pdf

